
令和６年度第２回福島県医療施設等物価高騰対策支援金交付要綱 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 県は、物価高騰が長期化する中、光熱水費、食材料費等の高騰に苦慮する医療

施設等を支援するため、第２条に定める施設等の設置主体に対し、この要綱の定める

ところにより、予算の範囲内で支援金を給付する。 

 

（交付対象施設等） 

第２条 この支援金の交付対象となる施設等は、別表の第１欄に定める主体が運営する

第２欄に定める施設等（第４欄に定める要件を満たすものに限る。）とする。この場

合において、同一施設において複数の施設等に該当する場合は、いずれか一方の施設

のみを交付対象とする。 

 

（支援金の算定方法等） 

第３条 支援金は、令和６年６月１日から令和７年３月３１日までの期間における施設

運営に対して交付するものとし、その金額は、別表の第２欄で定める区分ごとに同表

の第３欄で定める額の合計額とする。 

 

（支援金の交付申請等） 

第４条 この要綱による支援金を受けようとする施設等の運営主体等（以下「申請者」

という。）は、交付申請書兼実績報告書（様式第１号）を別に定める日までに知事に

提出するものとする。ただし、必要に応じ、参考となるべき資料の追加提出を求める

場合がある。なお、交付申請書と実績報告書を兼ねるものとする。 

 

（支援金の交付の決定等） 

第５条 知事は、前条の規定による交付申請があったときは、その申請内容を審査し、

支援金を交付すべきものと認めた場合には、速やかに支援金の交付の決定をするとと

もに、支援金の額を確定し、当該申請者に交付決定及び額の確定通知（様式第２号）

により通知するものとする。 

２ 知事は、前項の場合において、適正な交付を行うために必要があると認められると

きは、申請者に確認の上、支援金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて支援金

の交付の決定をするものとする。 

 

 

 



（支援金の交付の条件） 

第６条 知事は、支援金の交付の決定をする場合において、支援金の交付の目的を達成

するために、次の各号に掲げる事項につき条件を付すものとする。  

一 支援金に関する書類を整理し、支援金を交付した年度終了後５年間保管しなけれ 

ばならないこと 

二 この支援金と支援内容が重複する他の補助金等の交付を受けてはならないこと 

三 虚偽その他不正な手段により支援金の交付を受けてはならないこと 

 

（申請の取下げ） 

第７条 支援金の交付の申請者は、この要綱の第５条第 1項の規定による通知を受領し

た場合において、当該通知に係る支援金の交付の決定の内容又はこれに付された条件

に不服があるときは、当該通知を受けた日から１０日以内に、申請を取り下げること

ができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る支援金の交付の決

定はなかったものとみなす。 

 

（交付決定の取消し及び支援金の返還） 

第８条 知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の交

付決定の取消し、又は変更することができる。この場合において、既に支援金が交付

されているときには、知事はその全部又は一部の返還を求めることができる。申請者

は知事からの請求に応じ支援金を返還しなければならない。 

一 本要綱第６条の条件に違反したとき 

二 支援金の交付を受けた後に交付対象施設等の要件に該当しないことが明らかと

なったとき 

三 その他不正な手段により支援金の交付を受けたことが明らかとなったとき 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。 

 

 

附 則 

この要綱は、令和６年１２月２６日から施行する。 

 

 

 

 

 



別 表 

交付対象者
交付対象施設等

の区分
支援金額 交付要件

病院
(許可病床数が300
床以上)

１施設につき１，６６０，０００円
１床につき   　   ５０，０００円
(※)
※＜内訳＞
 ・光熱費等支援３４，０００円／床
 ・食材料費支援１６，０００円／床
※使用していない病床は支援対象外

病院
(許可病床数が299
床以下)

１施設につき　８３０，０００円
１床につき    　５０，０００円(※)
※＜内訳＞
 ・光熱費等支援３４，０００円／床
 ・食材料費支援１６，０００円／床
※使用していない病床は支援対象外

診療所（有床）

１施設につき　８３０，０００円
１床につき　　  ５０，０００円(※)
※＜内訳＞
 ・光熱費等支援３４，０００円／床
 ・食材料費支援１６，０００円／床
※使用していない病床は支援対象y外

診療所（無床）
歯科診療所

１施設につき　　３３３，０００円

助産所 １施設につき　　３３３，０００円

○　医療法の規定に基づき開設している助産所（出
　張専業の場合を含む。）のうち、出産育児一時金
　等の受取代理制度を導入している施設又は市町村
　から委託を受けて母子保健法（昭和40年法律第151
　号）に基づく産後ケア事業、産婦健診、妊婦健診
　等を実施している施設。

薬局 １施設につき　　１６６，０００円

○　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
　の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）の
　規定に基づき開設している薬局のうち、保険薬局
　の指定を受けた施設。

歯科技工所 １施設につき　　１６６，０００円
○　歯科技工士法（昭和30年法律第168号）の規定に
　基づき開設している歯科技工所。

施術所 １施設につき　　８３，０００円

○　あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等
　に関する法律（昭和22年法律第217号）（以下「あ
　はき法」という。）又は柔道整復師法（昭和45
　年法律第19号）の規定に基づき開設している施術
　所（出張専業を含む。）のうち、受領委任取扱い
　施術所の指定を受けた施設又は医療保険（療養
　費）の対象となる施術を行っている施設。

○　同一施設で、あはき法と柔道整復師法の両方を
　開設している場合はいずれか一方のみを対象とす
　る。

県内に所在する病
院、診療所、助産
所、薬局、歯科技工
所、施術所を設置、
運営する法人又は個
人等

※国又は地方公共団
体が設置主体の場
合、公営企業会計な
ど、通常の予算とは
別に運営されている
施設等の設置主体に
限る。

※令和６年６月１日
現在及び申請日にお
いて、施設を運営し
ていること。

○　医療法（昭和23年法律第205号）の規定に基づき
　開設している病院又は診療所（往診のみを行う診
　療所を含み、社会福祉施設の医務室を除く。）の
　うち、保険医療機関の指定を受けていること。

○　同一施設において医科と歯科の両方で保険医療
　機関の指定を受けている場合にあっては、いずれ
　か一方のみを対象とする。

○　支援金額の算定基礎となる病床数（精神科以
　外）は、令和６年度の病床機能報告（※）におけ
　る「最大使用病床数」とする。
  　精神科病床については、令和６年６月から１２
　月の精神科病院月報における「最大稼働病床数」
　とする。
　　なお、新型インフルエンザ等対策特別措置法の
　規定により届け出た病床（医療法の規定に基づく
　許可病床以外の増床分）の使用病床数を含むもの
　とする。
※令和６年度の報告が未了の場合は、報告後に本支
　援金を申請すること。


